
ⅩⅢ 水産業の部

解 説

「海面漁業生産統計調査 「内水面漁業生産統計調査 、｢漁業産出額｣及び「水産物流この部では、 」、 」

通調査」結果から、漁業・養殖業の生産量及び産出額並びに水産加工に関する統計を収録した。

調査の概要１

(1) 海面漁業生産統計調査（海面漁業漁獲統計調査及び海面養殖業収獲統計調査）

ア 調査対象

海面漁業生産統計調査は 海面に沿う市区町村及び漁業法第86条第１項に基づく市町村指定 昭、 （

） 。和31年７月17日農林省告示第427号 の区域内にある海面漁業経営体及び水揚機関を対象とした

また、外国の法人等に用船された漁船のうち、漁獲物が内国貨物扱いされるものは調査対象と

した。

イ 調査期間

毎年１月１日から12月31日まで

なお、遠洋漁業等で年を越えて操業した場合は、港に入港した日の属する年に含めて調査を行

った。

ウ 調査方法

調査対象からの自計調査、統計調査員による面接聞き取りの方法及び水揚機関の事務所の電子

計算機又は紙に出力された記録を閲覧し調査票に転記する他計調査の方法により行った。

(2) 内水面漁業生産統計調査

ア 調査対象

(ｱ) 内水面漁業漁獲統計調査

漁業センサス実施年以外の年については、漁業権の設定等が行われている年間漁獲量50トン

以上の河川及び湖沼並びに年間漁獲量が50トン未満の河川及び湖沼であっても、国の施策上、

毎年の調査が必要なものとして指定する河川及び湖沼を管轄する内水面漁業協同組合並びにこ

れらの河川及び湖沼に係る内水面漁業経営体を対象とした。

ただし、湖沼のうち、琵琶湖、霞ヶ浦及び北浦は、本調査の対象から除いている（次の(ｲ)

において同じ 。。）

(ｲ) 内水面養殖業収獲統計調査

全国のます類、あゆ、こい及びうなぎを養殖する全ての内水面養殖業経営体を対象とした。

(ｳ) ３湖沼漁業生産統計調査

３湖沼 琵琶湖 霞ヶ浦及び北浦 の水揚機関並びに内水面漁業経営体及び養殖業経営体 水（ 、 ） （

揚機関においてそれらの漁獲量又は収獲量を把握できるものを除く ）を対象とした。。

なお、本調査結果については、内水面漁業漁獲統計調査及び内水面養殖業収獲統計調査結果

の該当県（琵琶湖は滋賀県、霞ヶ浦及び北浦は茨城県）に含めて統計表章した。

イ 調査期間

毎年１月１日から12月31日まで

ウ 調査方法

委託事業者が内水面漁業協同組合、漁業経営体又は養殖業経営体に対し郵送、ＦＡＸ、オンラ

イン又は委託事業者が任命した調査員により調査票を配布し・回収する自計調査の方法で行っ

た。



(3) 海面漁業・養殖業産出額

ア 推計の対象

推計の対象は、海面漁業漁獲統計調査及び海面養殖業収獲統計調査の対象魚種である。

イ 推計の期間

推計期間は、毎年１月１日から12月31日までの１年間

ウ 集計・推計方法

海面漁業生産統計調査結果から得られる魚種別生産量に（一社）漁業情報サービスセンター、

主要産地の市場、関係団体等から得られる魚種別価格を乗じて推計した。

(4) 水産加工統計調査

ア 調査対象

全国の水産加工品を生産する陸上加工経営体を都道府県別・加工種類別に生産量の大きい順に

配列し、生産量の85％を超えるまでの陸上加工経営体を調査対象とした。

なお、陸上加工経営体とは、販売を目的とした水産加工品を生産する加工場又は加工施設を有

し、専従の従業者がいる経営体をいう。

イ 調査期間

毎年１月１日から12月31日までの１年間

ウ 調査方法

次のいずれかの方法により実施した。

(ｱ) 調査員による面接調査又は関係団体の資料を利用して行う方法

(ｲ) 調査員が調査対象者に調査票を配布し、回収する自計調査の方法

(ｳ) 調査対象者に調査票を郵送により配布し、郵送又はＦＡＸで回収する自計調査の方法

(ｴ) 調査対象者が作成した調査票データをオンラインにより収集する自計調査の方法

２ 統計値の計上方法

(1) 海面漁業生産量統計調査

この調査結果は、海面漁業経営体等の所在地に計上した。

(2) 内水面漁業漁獲統計調査

この調査結果は、原則として漁業経営体が漁獲した河川及び湖沼ごとに計上した。

河川・湖沼が県境となっている場合は、実際に漁獲した地点が自県側か他県側かを問わず漁獲し

た漁業者の所在地に計上した。

(3) 内水面養殖業収獲統計調査

この調査結果は、養殖業経営体の事務所の所在地に計上した。

(4) ３湖沼漁業生産統計調査

この調査結果は、漁業経営体が漁獲又は養殖業経営体が収獲した３湖沼にそれぞれ計上した。

なお、(1)から(4)までの調査において、調査報告のなかった調査対象者の数値については、調査

結果に計上していない。


